
学習指導要領における部活動・地域クラブ活動の取扱いについて
現行の中学校学習指導要領の記載

第１章 総則

第５ 学校運営上の留意事項 １ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に，生徒の自主的，
自発的な参加により行われる部活動については，スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上や責
任感，連帯感の涵養等，学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり，学校教育の一環として，
教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際，学校や地域の実態に応じ，地域の人々の協力，社
会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い，持続可能な運営体制が整
えられるようにするものとする。

次期改訂に向けた方向性

●「部活動」と部活動の地域展開により実施される「地域クラブ活動」の双方について記載

●「部活動」については、意義・位置づけなど基本的な事項は現行の記載を維持しつつ、①体罰や暴言、
事故等の防止、②学校における働き方改革の推進に関する記載を充実

●「地域クラブ活動」については、新たに、その位置づけや学校との適切な連携等について記載

※ 高等学校等に関しては、「部活動」についてのみ記載
※教師の兼職兼業、学校施設の有効活用等を含め、具体的な内容や補足的な事項等は学習指導要領解説で記載

※高等学校学習指導要領も同内容

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
資 料 ２ ー １

令 和 ８ 年 ５ 月 2 １ 日
教 育 課 程 部 会
芸 術 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
資 料 ３
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学習指導要領における部活動・地域クラブ活動の取扱いについて 

令和８年３月３日 

部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議  

学習指導要領における部活動・地域クラブ活動の取扱いに関する検討ワーキンググループ  

１ 部活動改革を巡る状況 

○ スポーツ庁・文化庁では、急激な少子化が進む中でも、将来にわたって

子供たちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実す

るため、公立中学校等を中心に部活動の地域展開等を推進しており、令和

７年のスポーツ基本法改正において、その根拠規定も創設されている。 

○ 令和７年 12 月に策定された「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に

関する総合的なガイドライン」（以下「新たなガイドライン」という。）に

おいては、令和８年度から新たに「改革実行期間」がスタートし、公立中

学校等を対象に、休日については、改革実行期間内（令和 13 年度まで）に、

原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すこととされてお

り、平日についても、各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進すること

とされている。 

○ 今後、部活動の地域展開により実施される「地域クラブ活動」が広がっ

ていくことが見込まれる一方で、平日を中心に部活動が存続する学校もあ

る。このため、当面、学校が主体となる「部活動」と、学校以外の団体等

が主体となる「地域クラブ活動」が併存することとなることから、学習指

導要領の改訂においては、こうした実態を踏まえた見直しを検討する必要

がある。 

２ 基本的な考え方 

○ 「地域クラブ活動」は、学校以外の団体等が主体となる活動であるが、

市区町村等が責任主体となって企画・調整を行い、部活動の教育的意義を

継承・発展させたものとして実施される活動であり、部活動と同様、子供

たちが生涯にわたって豊かなスポーツ・文化芸術活動を継続するための基

盤となる重要な活動であるとともに、責任感・連帯感の涵養など、学校教

育が目指す資質・能力の育成に資するものである。 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 
教 育 課 程 部 会 
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会 
資 料 ２ － ２ 
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○ これを踏まえ、部活動の地域展開を推進している中学校等については、

学習指導要領の改訂において、学校が主体となる「部活動」に加え、学校

以外の団体等が主体となる「地域クラブ活動」に関しても、あわせて記載

を行う必要がある。 

○ 高等学校等については、現行学習指導要領と同様、学校が主体となる「部

活動」についての記載を行うことが適当である。 

３ 具体的な内容 

学習指導要領の改訂においては、新たなガイドラインで示された部活動改革

の理念・取組方針や部活動の地域展開に係る進捗状況・見通しなどを十分に踏

まえながら、以下の内容に沿って記載を行うことが適当である。 

（１）「部活動」について 

○ 部活動については、その意義や位置づけなど基本的な事項に係る記載は、

現行学習指導要領の記載をベースとしつつ、昨今の部活動を巡る課題への

対応の観点から、記載の見直しを図る必要がある。

○ 具体的には、部活動において、体罰や暴言等の不適切な指導や事故等が

少なからず発生していることを踏まえ、それらの防止を徹底しつつ、科学

的な根拠に基づく指導や心理的安全性の高い場づくり等を通じて、子供た

ちの安全・安心な活動環境を確保することが必要である。

○ また、令和７年の給特法改正等を踏まえ、学校における働き方改革を更

に推進するため、部活動の実施に当たっては、部活動指導員の配置等の運

営体制の整備や適切な活動時間の設定等を行うことなども重要である。

（２）「地域クラブ活動」について 

○ 地域クラブ活動は、学校以外の団体等が主体となる活動であるが、部活

動と同様に、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学

校を含めた地域全体で子供たちの望ましい成長を保障する観点から、希望

する教師の兼職兼業や学校施設の有効活用などを含め、学校との連携が重

要となる。

○ これを踏まえ、学習指導要領の改訂においては、地域クラブ活動の位置

づけ・意義を明らかにした上で、学校と地域クラブ活動を実施する団体等

との間での適切な連携について記載することが必要である。

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 
教 育 課 程 部 会 
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会 
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４ 留意事項 

○ 学習指導要領は学校における教育課程の基準であり、現行の部活動につ

いての記載も学校の教育課程との関連を中心に行われており、より具体的

な内容や補足的な事項は学習指導要領解説に記載されている。 

○ このため、今回の改訂にあたっても、学習指導要領の本体では、教育課

程との関連を中心に基本的な事項について記載することとし、例えば、 

・部活動の地域展開等に関する理念や取組方針（地域全体で支えることに

よる新たな価値の創出、障害のある生徒等を含めた多様な生徒・ニーズへ

の配慮、地域の実情等に応じた多様な改革の推進等を含む）

・体罰や暴言等の防止徹底など、安全・安心な活動環境確保のための具体的

な取組 

・学校と地域クラブ活動を実施する団体等との間における具体的な連携事項

（希望する教師の兼職兼業、学校施設の有効活用、活動方針・計画等の情報共有等）

など、より具体的な内容等については学習指導要領解説で記載することが

考えられる。 

【参考】現行の中学校学習指導要領（平成 29年告示）における部活動関係の記載 

※高等学校・特別支援学校についても同様の内容

第１章  総則 

 第５ 学校運営上の留意事項 

 １ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意

するものとする。特に，生徒の自主的，自発的な参加により行われる

部活動については，スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の

向上や責任感，連帯感の涵養等，学校教育が目指す資質・能力の育成

に資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図

られるよう留意すること。その際，学校や地域の実態に応じ，地域の

人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携

などの運営上の工夫を行い，持続可能な運営体制が整えられるように

するものとする。

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 
教 育 課 程 部 会 
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会 
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